
概要
（AED貸付け制度）

申込から返却までの流れ

市へ
貸付け申込書

借りたい日の
２か月前から７
日前までに健康
づくり推進課へ

提出

申込者へ

貸付決定通知

ＡＥＤをお貸しする
際の留意事項をお
知らせします。
お貸しできない場合
もお知らせします

ＡＥＤ返却ＡＥＤ貸付

・市からＡＥＤを受け取
る際、貸付簿に記入
押印が必要です。

ｲﾍﾞﾝﾄ等

ＡＥＤ使用
・

不使用

作動させた場
合はその旨報
告書に記載し
てください。

市への申し込みは２か月前から使いたい日の７日前までです。
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借用証書

・市健康づくり推進
課へ提出（ＡＥＤと
交換）



概要
弘前市AED貸付制度
申込から返却までの流れ

申込書

借りたい日の
２か月前から
７日前までに

弘前市健康
づくり推進課
へ提出

貸付決定
通知

ＡＥＤをお渡し
する場所や留
意事項などを
お知らせしま
す。

ＡＥＤ返却
・報告書

ＡＥＤ貸付

・市からＡＥＤをお
渡しします
（借用証書と交換）

ｲﾍﾞﾝﾄ

ＡＥＤ使用
・

不使用

使用した場合
はその旨報告
書に記載して
ください。

弘前市健康
づくり推進課
へ

市への申し込みはイベントの２か月前から使いたい日の７日前までに
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借用証書

・市健康づくり推進
課へ提出（ＡＥＤと
交換）
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市


